
ヽr

>

　

.

○

ノ

議
案
第
百
二
号

三
朝
町
高
齢
者
等
肉
用
牛
飼
育
基
金
条
例
の
全
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
高
齢
者
等
肉
用
牛
飼
育
基
金
条
例
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
'
地
方
自
治

汰
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
　
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
'
本
議
会
の
.
議
医
を
求
め
る
｡

沼
和
六
十
一
年
十
二
月
二
十
三
日
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朝

　

町

　

長

　

　

安

　

　

由

　

　

美

　

1

　

郎

昭
和
六
番
単
票
岡
せ
五
日
　
原
案
可
決

三
朝
や
貌
各
級
長
安
井
由
符
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三
朝
町
条
例
第
　
　
号

三
朝
町
肉
用
牛
特
別
導
入
事
業
基
金
廉
例

三
朝
町
高
齢
者
等
肉
用
牛
飼
育
基
金
条
例
(
昭
和
五
十
七
年
三
朝
町
条
例
弟
十
五
号
)
　
の
全
部
を
改
正
す

る
｡

(
設
　
遭
)

第
一
粂
　
肉
用
牛
資
源
の
確
保
と
帝
齢
者
等
の
福
祉
の
向
上
U
.
>
資
す
る
た
め
､
三
朝
町
＼
肉
用
牛
特
別
革
大
事

業
基
金
(
収
下
｢
基
金
｣
と
い
う
｡
)
を
設
置
す
る
｡

(
基
金
の
額
)

第
二
粂
　
基
金
の
額
は
､
二
千
万
円
以
内
と
す
る
｡

(

管

　

理

)

､

東
三
条
　
基
金
に
属
す
る
現
金
は
'
金
融
機
関
へ
の
現
金
そ
の
他
最
も
確
実
有
利
な
方
法
で
管
理
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡

{
連
用
資
金
の
処
理
)

第
四
粂
　
基
金
の
連
用
か
ら
生
じ
る
収
益
は
'
1
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
'
基
金
に
繰
り
入
れ

る

も

の

と

す

る

｡
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五
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る
｡

ノ

言

任
)こ

の
条
例
に
定
め
る
滝
の
の
ほ
か
'
基
金
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
,
町
長
が
別
に
定
め

ヽ

附

　

則

こ
の
条
例
は
'
昭
和
六
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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